
第
三
号
議
案

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
委
員

岩

崎

哲

朗

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育

委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評

価
調
書
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
及
び
三
の
項
」
を
「
か
ら
三
の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書

」
を
「臨

時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評
価

調
書

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「、

第
６
条

」
を
削
り
、
「臨

時
的
任
用
職
員
面
談

・人
事
評
価
調
書

」
を
「臨

時
的
任

用
職
員
面
談

・能
力
評
価
調
書

」
に
、
「
●人

事
評
価

」
を
「
●能

力
評
価

」
に
改
め
、
「県

民
を
中
心
に

考
え
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
た

」
及
び
「県

民
福
祉
の
増
進
や

」
を
削
り
、
「県

職
員

」
を
「組

織

」
に
、

「人
事
評
価
の

」
を
「能

力
評
価
の

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

学
校
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
病
気
休
暇
を
正
規
職
員
に
準
じ
有
給
休
暇
に
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
他
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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○
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

（
任
用
）

（
任
用
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
の
第
三
項

８

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
の
第
三
項

及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
申
込
書

及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
申
込
書

（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
書
類
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
成
績
の
評
価
」
と
、

（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
書
類
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
成
績
の
評
価
」
と
、

「
臨
時
的
任
用
職
員
任
用
選
考
評
価
票
（
第
二
号
様
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
的

「
臨
時
的
任
用
職
員
任
用
選
考
評
価
票
（
第
二
号
様
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
的

任
用
職
員
面
談
・
能
力
評
価
調
書(

第
六
号
様
式)

」
と
、
第
四
項
中
「
臨
時
的
任
用

任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書(

第
六
号
様
式)

」
と
、
第
四
項
中
「
臨
時
的
任
用

職
員
任
用
選
考
評
価
票
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評
価
調

職
員
任
用
選
考
評
価
票
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調

書
」
と
す
る
。

書
」
と
す
る
。

９

（
略
）

９

（
略
）

第
四
条
～
第
十
六
条

第
四
条
～
第
十
六
条

（
県
費
負
担
教
職
員
等
の
適
用
の
特
例
）

（
県
費
負
担
教
職
員
等
の
適
用
の
特
例
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

学
校
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
に
係
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で

３

学
校
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
に
係
る
別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
三
の
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
給
の
休

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
給
の
休

暇
と
す
る
。

暇
と
す
る
。

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

別
表
第
一
・
別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
一
・
別
表
第
二

（
略
）
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第
３
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）

第
号

年
月

日

所
属
長
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
職
員
の
臨
時
的
任
用
を
行
い
た
い
の
で
、
発
令
さ
れ
る
よ
う
内
申
し
ま
す
。

１
 
任
用
し
よ
う
と
す
る
職

勤
務

課
所

名

職
務

内
容

等

２
 
被
代
替
職
員
に
つ
い
て

被
代

替
職

員
職

氏
名

欠
員

と
な

る
理

由

欠
員

と
な

る
期

間
　
　
　
　
　
　
　
 
年
　
　
月
　
　
日
　
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

３
 
任
用
し
よ
う
と
す
る
者

氏
名

任
用

期
間

　
　
　
　
　
　
　
 
年
　
　
月
　
　
日
　
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

４
添
付
書
類

①
 
辞
令
案

②
 
臨
時
的
任
用
職
員
申
込
書
の
写
し

③
 
臨
時
的
任
用
職
員
任
用
選
考
評
価
票
又
は
臨
時
的
任
用
職
員
面
談
・
能
力
評
価
調
書

の
写
し

④
 
職
務
遂
行
上
必
要
と
さ
れ
る
資
格
又
は
免
許
の
写
し

⑤
 
健
康
診
断
書
の
写
し

　
　
　
※
健
康
診
断
書
の
写
し
は
第
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

臨
 
時
 
的
 
任
 
用
 
職
 
員
 
任
 
用
 
内
 
申
 
書

 
　
殿

記

第
３
号
様
式

（
第
３
条
関
係

）

第
号

年
月

日

所
属
長

　
　

　
　

　
　

　
下
記
の
と
お
り
職
員
の
臨

時
的
任
用

を
行
い
た

い
の
で
、

発
令
さ
れ

る
よ
う
内

申
し
ま
す

。

１
 
任
用
し
よ
う
と

す
る
職

勤
務

課
所

名

職
務

内
容

等

２
 
被
代
替
職
員
に

つ
い
て

被
代

替
職

員
職

氏
名

欠
員

と
な

る
理

由

欠
員

と
な

る
期

間
　
　
　

　
　
　
　

 
年
　
　

月
　
　
日

　
～
　
　

　
年
　
　

月
　
　
日

３
 
任
用
し
よ
う
と

す
る
者

氏
名

任
用

期
間

　
　
　

　
　
　
　

 
年
　
　

月
　
　
日

　
～
　
　

　
年
　
　

月
　
　
日

４
添
付
書
類

①
 
辞
令
案

②
 
臨
時
的
任
用

職
員
申
込

書
の
写
し

③
 
臨
時
的
任
用

職
員
任
用

選
考
評
価

票
又
は
臨
時
的

任
用
職
員

面
談
・
人

事
評
価
調

書
の

写
し

④
 
職
務
遂
行
上

必
要
と
さ

れ
る
資
格

又
は
免
許

の
写
し

⑤
 
健
康
診
断
書

の
写
し

　
　
　
※
健
康
診
断
書
の
写

し
は
第
３

条
第
１
項

第
１
号
に

該
当
す
る

場
合
を
除

く
。

臨
 
時
 
的
 
任
 
用

 
職
 
員
 
任

 
用
 
内
 
申
 
書

 
　

殿

記

【
新
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
旧
】
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第
６
号
様
式
（
第
３
条
　
　
　
　
関
係
）

●
基
本
的
事
項

所
  

 属
氏

　
名

業
務

内
容

自
：

年
月

日

至
：

年
月

日

●
面
談
結
果

●
能
力
評
価

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

分
類

評
価

Ｓ
(８

点
)

0
個

0
点

(
S
 
)
5
6
～

5
0
点

Ａ
(６

点
)

0
個

0
点

(
A
 
)
4
9
～

4
2
点

Ｂ
(４

点
)

0
個

0
点

(
B
+
)
4
1
～

3
6
点

Ｃ
(２

点
)

0
個

0
点

(
B
 
)
3
5
～

2
8
点

Ｄ
(０

点
)

0
個

0
点

(
B
-
)
2
7
～

2
2
点

(
C
 
)
2
1
～

1
4
点

(
D
 
)
1
3
～

 
0
点

現
任

期

職
務

上
の

課
題

や
目

標
の

経
過

（
進

捗
状

況
）

職
務
上

特
に

苦
労

し
て

い
る
こ

と
、

職
場
で

の
悩
み

・
ス

ト
レ

ス
な

ど

当
初

任
用

年
月

日
年

月
日

臨
時

的
任

用
職

員
面

談
・

能
力

評
価

調
書

評
価
期
間

評
価

要
素

着
眼

点
備

考
欄

現
任

用
期

間
満

了
後

の
再

度
任

用
の

希
望

希
望

す
る

　
　

・
　

　
希

望
し

な
い

姿勢

倫
_
理

_
観

法
令

遵
守

・
高

い
倫

理
観

と
使

命
感

を
持

ち
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
　

'
　

　
　

　
　

職
務

遂
行

を
心

掛
け

て
い

る
か

。
・

法
令

及
び

服
務

規
律

を
遵

守
し

、
公

正
に

職
務

を
遂

行
し

て
い

る
か

。

意
＿

＿
欲

や
り

が
い

・
　

　
　

　
　

　
　

　
公

共
の

利
益

の
た

め
、

意
欲

を
持

っ
て

業
務

を
遂

　
行

し
て

い
る

か
。

・
組

織
　

の
一

員
で

あ
る

こ
と

の
自

覚
と

や
り

が
い

を
持

っ
て

業
務

を
遂

　
行

し
て

い
る

か
。

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

・
他

の
職

員
と

協
力

し
、

組
織

、
チ

ー
ム

で
協

力
し

て
仕

事
を

進
め

る
意

　
識

を
持

っ
て

い
る

か
。

・
自

分
の

役
割

以
外

に
も

貢
献

で
き

る
こ

と
が

な
い

か
考

え
、

進
ん

で
協

　
力

し
て

い
る

か
。

・
他

の
職

員
と

の
意

思
疎

通
を

十
分

に
行

い
、

異
な

る
意

見
も

理
解

し
受

　
け

と
め

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

能力

知
識

・
技

術
・

業
務

に
必

要
な

知
識

・
技

術
を

有
し

業
務

に
活

用
す

る
と

と
も

に
、

更
　

な
る

習
得

に
努

め
て

い
る

か
。

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力

・
関

係
者

か
ら

必
要

な
協

力
が

得
ら

れ
る

よ
う

、
日

頃
か

ら
円

滑
な

人
間

　
関

係
の

構
築

に
努

め
て

い
る

か
。

・
相

手
の

話
を

よ
く

聞
き

、
正

し
く

理
解

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
適

切
な

　
報

告
・

連
絡

・
相

談
を

し
て

い
る

か
。

・
相

手
に

対
し

て
、

丁
寧

で
分

か
り

や
す

い
説

明
を

し
て

い
る

か
。

業
務

遂
行

力

・
正

確
、

迅
速

に
責

任
を

持
っ

て
確

実
に

業
務

を
や

り
遂

げ
て

い
る

か
。

・
コ

ス
ト

意
識

を
持

ち
、

効
率

的
に

業
務

を
遂

行
し

て
い

る
か

。
・

仕
事

の
優

先
順

位
や

段
取

り
を

考
え

、
仕

事
に

要
す

る
時

間
を

意
識

し
　

て
業

務
を

遂
行

し
て

い
る

か
。

成
果

・
計

画
ど

お
り

に
成

果
を

あ
げ

て
い

る
か

。

調
書

作
成

責
任

者
　

職
氏

名

評価結果

総合評価区分

評価者記入欄

●
公
募
に
よ
ら
な
い
再
度
の
任
用
に
つ
い
て

公
募

に
よ

ら
な

い
選

考
の

実
施

の
可

否
に

つ
い

て
の

所
属

意
見

　
　

可
　

　
　

・
　

　
不

可
　

　
　

・
　

　
本

人
希

望
な

し
　

選
　

考
　

結
　

果
　

　
合

格
　

　
　

・
　

　
不

合
格

能
力

評
価

の
総

括
、

勤
務
状

況
等

に
つ

い
て

の
意

見

得
_
点

_
計

0
総

合
評

価

第
６
号
様
式
（
第

３
条
、
第
６
条
関
係
）

●
基
本
的
事
項

所
  

 属
氏

　
名

業
務

内
容

自
：

年
月

日

至
：

年
月

日

●
面
談
結
果

●
人
事
評
価

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

分
類

評
価

Ｓ
(８

点
)

0
個

0
点

(
S
 
)
5
6
～

5
0
点

Ａ
(６

点
)

0
個

0
点

(
A
 
)
4
9
～

4
2
点

Ｂ
(４

点
)

0
個

0
点

(
B
+
)
4
1
～

3
6
点

Ｃ
(２

点
)

0
個

0
点

(
B
 
)
3
5
～

2
8
点

Ｄ
(０

点
)

0
個

0
点

(
B
-
)
2
7
～

2
2
点

(
C
 
)
2
1
～

1
4
点

(
D
 
)
1
3
～

 
0
点

調
書

作
成

責
任

者
　
職

氏
名

評価結果

総合評価区分

評価者記入欄

●
公
募
に
よ
ら
な

い
再
度
の
任
用
に
つ
い
て

公
募
に

よ
ら

な
い

選
考
の

実
施
の

可
否

に
つ

い
て

の
所
属

意
見

　
　

可
　
　

　
・
　

　
不

可
　

　
　

・
　

　
本

人
希

望
な

し
　

選
　

考
　
結

　
果

　
　
合

格
　

　
　

・
　

　
不

合
格

人
事

評
価

の
総

括
、

勤
務

状
況
等

に
つ

い
て

の
意

見

得
_
点
_
計

0
総

合
評

価

能力

知
識

・
技

術
・

業
務

に
必

要
な

知
識

・
技

術
を

有
し

業
務

に
活

用
す

る
と

と
も

に
、

更
　

な
る

習
得

に
努

め
て

い
る

か
。

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

能
力

・
関

係
者

か
ら

必
要

な
協

力
が

得
ら

れ
る

よ
う

、
日

頃
か

ら
円

滑
な

人
間

　
関

係
の

構
築

に
努

め
て

い
る

か
。

・
相

手
の

話
を

よ
く

聞
き

、
正

し
く

理
解

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
適

切
な

　
報

告
・

連
絡

・
相

談
を

し
て

い
る

か
。

・
相

手
に

対
し

て
、

丁
寧

で
分

か
り

や
す

い
説

明
を

し
て

い
る

か
。

業
務

遂
行

力

・
正

確
、

迅
速

に
責

任
を

持
っ

て
確

実
に

業
務

を
や

り
遂

げ
て

い
る

か
。

・
コ

ス
ト

意
識

を
持

ち
、

効
率

的
に

業
務

を
遂

行
し

て
い

る
か

。
・

仕
事

の
優

先
順

位
や

段
取

り
を

考
え

、
仕

事
に

要
す

る
時

間
を

意
識

し
　

て
業

務
を

遂
行

し
て

い
る

か
。

成
果

・
計

画
ど

お
り

に
成

果
を

あ
げ

て
い

る
か

。

姿勢

倫
_
理
_
観

法
令

遵
守

・
高

い
倫

理
観

と
使

命
感

を
持

ち
、

県
民

を
中

心
に

考
え

、
県

民
の

視
点

　
に

立
っ

た
職

務
遂

行
を

心
掛

け
て

い
る

か
。

・
法

令
及

び
服

務
規

律
を

遵
守

し
、

公
正

に
職

務
を

遂
行

し
て

い
る

か
。

意
＿

＿
欲

や
り

が
い

・
県

民
福

祉
の

増
進

や
公

共
の

利
益

の
た

め
、

意
欲

を
持

っ
て

業
務

を
遂

　
行

し
て

い
る

か
。

・
県

職
員

の
一

員
で

あ
る

こ
と

の
自

覚
と

や
り

が
い

を
持

っ
て

業
務

を
遂

　
行

し
て

い
る

か
。

チ
ー
ム

ワ
ー

ク

・
他

の
職

員
と

協
力

し
、

組
織

、
チ

ー
ム

で
協

力
し

て
仕

事
を

進
め

る
意

　
識

を
持

っ
て

い
る

か
。

・
自

分
の

役
割

以
外

に
も

貢
献

で
き

る
こ

と
が

な
い

か
考

え
、

進
ん

で
協

　
力

し
て

い
る

か
。

・
他

の
職

員
と

の
意

思
疎

通
を

十
分

に
行

い
、

異
な

る
意

見
も

理
解

し
受

　
け

と
め

よ
う

と
し

て
い

る
か

。

評
価
期
間

評
価

要
素

着
眼

点
備

考
欄

現
任
用

期
間

満
了
後

の
再
度

任
用
の

希
望

希
望

す
る
　
　

・
　
　
希

望
し
な
い

臨
時

的
任

用
職

員
面

談
・

人
事

評
価

調
書

現
任

期

職
務
上

の
課

題
や
目

標
の

経
過

（
進

捗
状
況

）

職
務
上

特
に

苦
労

し
て

い
る

こ
と
、

職
場
で

の
悩
み

・
ス

ト
レ

ス
な

ど

当
初

任
用

年
月

日
年

月
日

【
新
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
旧
】
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  大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する 

規則の一部改正 

 

 

１ 規則の概要 

  この規則は、臨時的に任用された職員のうち大分県教育委員会の任命に係るものの

任用及び勤務条件等について必要な事項を定めるものである。 

 

２ 改正理由 

  学校に属する臨時的任用職員の病気休暇を正規職員に準じ有給休暇にするととも

に、その他所要の改正を行うもの 

 

３ 改正内容 

⑴ 学校に属する臨時的任用職員の病気休暇を無給休暇から有給休暇に改める。（第

１７条関係） 

⑵ 「臨時的任用職員面談・人事評価調書」を「臨時的任用職員面談・能力評価調書」

に改める。（第３条、第３号様式及び第６号様式関係） 

⑶ 「人事評価」を「能力評価」に改める。（第６号様式関係） 

     

４ 施行期日 

令和６年４月１日（令和６年３月２９日公布予定） 

［第３号議案］
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